
たとえば・・・
・不必要に多数の者がいるところで叱責する。
・意図的に必要な情報を与えない。
・職員が妊娠したため雇用契約を更新しない。

職務遂行上の優位な立場を利用した不
当な言動により、相手に苦痛や不利益を
与えることをいいます。また職務遂行上
の立場に関わらず、妊娠や出産、若しく
は育児や介護に関する制度を利用する
者に対する同様の行為もパワー・ハラス
メントとなります。パワー・ハラスメントに
当たるかどうかは、行為者の意図に関わ
らず、客観的な判断が重要視されます。
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